
通所介護サービス（ きしの村 ） 
■事業所規模 
【○】小規模型 
■利用定員・・・（ １５ ）名 
■サービス提供実施地域・・・岩出市、紀の川市（旧粉河、那賀除く） 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
■ 通所介護加算 
（対応可能に○・不可に×）↓ 
【○】２時間以上３時間未満利用（70/100） 
【○】３時間以上５時間未満利用 
【○】５時間以上７時間未満利用 
【○】７時間以上９時間未満利用 
【×】９時間以上１０時間未満利用 （＋50単位） 
【×】１０時間以上１１時間未満利用（＋100単位） 
【×】１１時間以上１２時間未満利用（＋150単位） 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
【○】入浴介助加算 

アピールポイント⇒お風呂は家庭用で介護員が付き、一人ずつゆっくりと入って頂きます。 
【×】個別機能訓練加算Ⅰ （１日 120分以上、専ら訓練指導員に従事する理学士を１名以上配置） 
【×】個別機能訓練加算Ⅱ （訓練の職務に従事する常勤の理学士を１名以上配置） 
 アピールポイント⇒ 

【×】栄養改善加算 ※1回につき+150単位・月 2回限度 
アピールポイント⇒ 

【×】口腔機能向上加算 ※1回につき+150単位・月 2回限度 
アピールポイント⇒ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
■予防通所介護加算 
【×】生活機能向上グループ活動加算 ※1月につき 100単位 
   アピールポイント⇒ 
【×】運動機能向上加算 ※1月につき 225単位 
   アピールポイント⇒ 
【×】栄養改善加算   ※1月につき 150単位 
   アピールポイント⇒ 
【×】口腔機能向上加算 ※1月につき 150単位 
   アピールポイント⇒ 
【×】選択的サービス複数実施加算（Ⅰ・Ⅱ） 
   アピールポイント⇒ 
【×】事業所評価加算 
■利用回数への対応について 
・要支援１・・・週一日利用。 
・要支援２・・・週二日利用。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 



■共通加算 
【×】サービス提供体制強化加算Ⅰ （介護福祉士が 40％以上） 
【×】サービス提供体制強化加算Ⅱ （3年以上の勤続年数者 30％以上） 
【×】中山間地域等居住サービス提供加算 
【×】若年性認知症利用者受入加算 
【×】同一建物に対する減算 
【○】介護職員処遇改善加算（Ⅰ）（区分支給額対象外）。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
■事業所の特色等 
 アピールポイント⇒少人数で家庭的な雰囲気を大切に、新聞を読んだり、テレビを見たり、将棋を 

したり、横になったりと家でいるように自由に過ごして頂けます。 
■リクライニング車椅子やストレッチャー送迎の対応 
 アピールポイント⇒車椅子用送迎車両（軽四）を完備し、車椅子使用でも送迎しています。 
 
■レクリエーションの内容や特色 
 アピールポイント⇒お花見やクリスマス等、季節に合わせたレクリェーションを実施していますが 
          日頃は家庭と同じように自由に過ごして頂いています。 
          また、月に４回火曜日と金曜日に陶芸を実施しています。 
■ボランティア等によるサービス内容 
 アピールポイント⇒月に一度、お花会とお茶会を交互に実施しています。 
 
■静養室のスペースや利用について  
 アピールポイント⇒静養室は９㎡で、ベッド数は簡易ベッドを含め４台あります。 
 
■体験利用（有・無） 
 アピールポイント⇒昼食費５００円、入浴費５００円の合わせて１０００円で体験利用して頂けます。 
          送迎もきしの村でしますが、事前に連絡必要です。 
■営業日・・・（月～土曜日まで営業日、祝日利用可、休業日は日曜日と５月３～５日・１２月３０～ 

１月３日） 
■営業時間・・・（午前８時３０分～午後５時３０分） 
■昼食・・・￥ ５００円（おやつ代含む） 
 アピールポイント⇒昼食はきしの村で調理しています。おやつは手作りです。 
■その他実費項目・・・（おむつ代等及び陶芸や手芸の材料費を頂きます。） 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
【住所】紀の川市貴志川町西山３３番地 
【電話】０７３６－６４－００５５（担当者・高田光造） 
【fax】 ０７３６－６５－１１２３ 


